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2─本書の内容

本書の構成は以下の通りである。

はじめに

第1章 なぜアカウンタビリティが重要なのか

第2章 どうして「説明責任」になったのか

第3章 アカウンタビリティとは何か

第4章 アカウンタビリティの諸理論

第5章 アカウンタビリティはどう機能するか

第6章 アカウンタビリティにおける監査を考える

第7章 アカウンタビリティのインパクト

第8章 日本社会におけるアカウンタビリティ

終章 アカウンタビリティの現代的課題

あとがき─「アカウンタビリティ学」へ向けて

評者は本書を理解するために、全体を3つ

に分割した。問題を提起しアカウンタビリティ

を概説する「はじめに」から「第4章」までが

第1部、より深く詳細にアカウンタビリティを

検証する「第5章」から「終章」が第2部、頁

にすると少ないが、著者が現代社会に合致

した「アカウンタビリティ学」を提唱する「あと

がき」が第3部である。本書は、読者を政治・

行政・企業経営の関係者ならびに政治学・行

政学・公共政策を学ぶ大学生と想定してい

る。歴史学とアーカイブズ学しか学んだことの

ない評者にとって、本書全体を隈なく紹介・批

評することは非常に荷が重いこと、またアカウ

ンタビリティと説明責任の違いを理解すること

が評者の主目的であるという理由から、本稿

では「はじめに」から「第4章」まで─つまり

は概説部分─を中心に紹介することをご

了承いただきたい。

　「はじめに」では、著者の主張が端的に述べ

られている。すなわち英語の「accountability」

（カタカナ用語では「アカウンタビリティ」）と、日本にお

ける「説明責任」はイコールではないということ

1─はじめに

「accountability（アカウンタビリティ）」と「説明

責任」。この二つの言葉の差異を、みなさん

は説明できるだろうか。評者はずっとこれらは

同じ意味だと思っていた。改めて『広辞苑』を

引いてみると、「アカウンタビリティー」は「①

財産管理の受託者がその委託者に対して負

う会計上の責任。（中略）会計責任。②企業・

行政などが自らの諸活動について利害関係

者に説明する責務。説明責任。」と解説され

ているが、多くの方は②の意味しか知らない

だろう［1］。新聞やニュース等でも②の意味で

使用されることが多いように思う。また「説明

責任」は「アカウンタビリティー2に同じ。」とあ

る。アカウンタビリティの持つ②の意味が社

会に広く浸透し、説明責任との使い分けがな

されてこなかったことで、評者はアカウンタビ

リティと説明責任を同一のものと捉えていた

のだろう。しかし、「accountability＝説明責

任」という図式に疑問を投げかけ、アカウンタ

ビリティについて多角的かつ詳細に検討する

書籍が出版された。本書『アカウンタビリティ

を考える─どうして「説明責任」になったの

か』である。

　accountabilityが説明する責任でないと

すると、その正体は何なのか。アーカイブズ学

にとって、「アカウンタビリティ」および「説明責

任」は学問を考える上で重要なキーワードで

ある。なぜならアーカイブズはアカウンタビリ

ティ・説明責任を果たす「証拠としての価値」

を有すると考えられているからだ。アーカイブ

ズ学を学ぶ者は、アカウンタビリティとは何か

を理解しておく必要があると思い、本書を手

に取った。
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タビリティと説明責任の差がなぜ発生したの

か、そしてどのように使用されてきたのかを知る

ために、国会会議録を中心に用語の出現頻

度を調査する。結果、アカウンタビリティは、

元来は起源に近い「会計責任」という訳が会

計学を中心にカタカナ表現で使用されてい

たが、責任の範囲が財務的なアカウンタビリ

ティにとどまらずに拡大したことで、1990年代

後半には説明責任への統一化が進んだ。著

者は、アカウンタビリティから説明責任への統

一化は、懲罰を伴う事後的な報告責任から、

結果を説明する責任へ変化し、関係者に意

思決定の内容を説得し理解してもらう責任を

含む多義的な概念を生み出したと指摘する。

併せて、会計学、政治学、経済学等の寄り合

いの性格が強まったアカウンタビリティは、統

合的な概念把握を困難にし、使用者によって

同じ用語が違う意味合いを持つようになった

と結論づける。事例研究では、アカウンタビリ

ティから説明責任へと変化した時代に持ち上

がった国立大学の法人化を題材に、アカウン

タビリティ及び説明責任がどのような文脈で

議論されたかを検討する。

　本章では、アカウンタビリティ・説明責任が

漠然とした概念へと変化する過程が論じられ

ている。アカウンタビリティから説明責任へと

収束した要因を著者は、原語の意味合いが

当初的確に認識されなかったこと、会計責任

という技術的な色合いを避けた概念にした

かったことが大きいとする。外国由来の用語

が、日本語に置き換わる過程で変質していき、

原義の理解を困難にすることは、外国語文献

を参考にすることの多い日本のアーカイブズ

学研究の場でも十分起こり得ることであり、注

意する必要があるだろう。

　第3章では、アカウンタビリティという概念

の起源を探り、様々な視点から類型化を行

う。アカウンタビリティの起源は古代アテネに

だ。著者は、accountabilityには「自己の行為

を説明し正当化する義務で、説明者はその義

務を的確に果たさない場合には懲罰を受ける

可能性を持つ」（下線は評者）という意味がある

が、説明義務や説明責任と日本語に言い換え

られた途端、原語の意味は関係者に事情を

説明する責任という意味合いになってしまうと述

べ、アカウンタビリティが説明責任に置き換わ

る過程で日本語文脈に変質し、英語圏以外

の国と比較して独自の発展を遂げていると指摘

する。加えて、国際社会と付き合っていく上で、

日本語を母国語とする人間はアカウンタビリ

ティの意味や機能を正確に理解することが必

要だと強調する。

　著者は、様 な々問題を説明責任で片づけ

る風潮への憤りを表明している。確かに私た

ちは、アカウンタビリティおよび説明責任とい

う言葉を正確に理解しないまま、安易に使い

過ぎているのではないだろうか。内省しつつ、

読み進めていくことにしよう。

　第1章は、アカウンタビリティが説明責任と

イコールでない理由を、米国と日本の比較から

探る。米国の多くの法律名にaccountability

が使用されているが、日本の法律名には存在

せず、条文にも明文化されていないのは、社会

的には認知されているものの法律上の責任や

義務としては認識されていないことの表れだと

分析する。次いで事例研究として、公立高校

の教育評価制度の日米比較を経て、用語の

使用実態を探る。その結果、米国のアカウンタ

ビリティはアカウンタブルな主体を明確化し、

その内容を定量的に事前に設定し、実績を測

定しようとし、その結果を正・負の報奨に結び付

けているのに対し、日本の説明責任は自己評

価を通じて情報を積極的に公表し、重要な協

力者から理解と参画を得る手段となっているこ

とを導き出す。

　第2章では、前章で導き出されたアカウン
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論、心理学では説明者・被説明者間の心理

的つながりの文脈の中でアカウンタビリティ

が論じられる。

　興味深いのは社会学におけるアカウンタビ

リティである。社会学においてアカウンタビリ

ティは、アカウンタブルなことが何かを明確に

説明できない場合が少なくないこと、およびア

カウンタビリティを完全に果たしたと説明でき

ないことがあるという。事例として公立図書館

への指定管理者制度の導入を挙げ、アカウ

ンタビリティの内容が時間や状況に応じて変

化し、流動的であることを指摘する。これらの

検討を通して、著者はアカウンタビリティの徹

底や機能に関する議論は、どの基礎理論に

依拠するかによって対策や効果が異なってくる

と明言する。

　第4章は、その後の章を理解するのに欠くこ

とのできない章である。第5章以降は様 な々

角度からアカウンタビリティに考察が加えられ

るが、その際に第4章で紹介された6つの学

問分野を基礎として分析が行われる。第5章

以降はその内容を簡単に紹介する。

　第5章は、代理人理論（経済学）を中心に

発達してきた理論と実務に検証が加えられる。

アカウンタビリティの確保は、それ自体に目的

があるのではなく、その責任追及を通じて資

源の委託者が受託者を統制するためになさ

れる。第5章では、統制の仕組みとアカウン

タビリティの関係、アカウンタビリティの操作

化、経営改善や制度設計への活用について

検討する。元来、民間部門（企業）ではコーポ

レート・ガバナンスを通じてアカウンタビリティ

が確保され、それは財務報告を通じて果たさ

れた。公的部門（政府）では、予算・決算、目

的・使途が議会において審議され、その決定

に従って執行されることがアカウンタビリティ

の基本であった。しかし、近年では公的部門

にも市場原理や民間的手法が適用されるよ

まで遡る。執政と兵役の義務を担うようになっ

た市民が、その結果について報告し承認を得

る責任を指していた。それは単なる報告義務

ではなく、厳しい懲罰性を帯びたものであった

という。財務的・会計的な意味合いとしてアカ

ウンタビリティという言葉が使用され始めた

のは、1085年のフランスにおいてである。そ

の後、夜警国家から福祉国家に進展したこと

で、行政サービスの内容と供給者が多様化

し、財務・会計的な財務責任から、効率性・有

効性等の業績にかかる広い概念を意味する

ようになった。このようにアカウンタビリティは

簿記・会計的な用語から、政治学・社会学を

含む用語へと変化したと著者は確言する。

　これを踏まえて次に、アカウンタビリティを

「誰に負うか」、「誰が負うか」、「なぜ負うの

か」という視点から、アカウンタビリティの類型

化を行う。「誰に」という視点では、政治的、法

的、管理的、専門的、社会的という5つ、「誰

が」では、組織的、階層的、集合的、個人的と

いう4つ、「なぜ」では、垂直的、水平的、対角

線的という3つ。アカウンタビリティは合計12

つに分類され、それぞれ解説を加える。

　アカウンタビリティを分類すると12にもなる

という事実は、評者を非常に驚かせた。本章

は、アカウンタビリティの多義性を感じさせる

章である。

　第4章では、様 な々学問領域（会計学、政治

学・行政学、経済学、経営学、社会学、心理学）から

アカウンタビリティを検討する。アカウンタビリ

ティの基礎を形成し、最も長い歴史を有する

会計学では、受託資本の管理運用責任に

代表される財務的責任としてのアカウンタビリ

ティのほか、主として公的部門が負う管理的

及びプログラム・アカウンタビリティなどの社

会的・公共的なアカウンタビリティが検証され

る。政治学・行政学では責任と統制、経済学

では代理人理論、経営学では執事責任理
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ス、経済学は市場ガバナンス、社会学は社

会ネットワーク・ガバナンスを中心的に行わ

れ、心理学は意思決定主体の内面に、経営

学は組織体に、会計学は活動と業績の記録

および測定に注目するといった具合に、個 の々

学問領域に応じてその焦点となる範囲や内

容が決まっていた。けれども現代では、3つの

ガバナンスを同時並行的に扱うことが要求さ

れているため、複数の学問領域を包含した形

でアカウンタビリティの問題に対処していかな

くてはならないと著者は強調する。ここではそ

のための学問として「アカウンタビリティ学」が

提唱される。「アカウンタビリティ学」は、「特

定の主体がその活動ないし結果を説明し、正

当化する責任と報告に関する研究分野」であ

り、「説明と責任の相互関係に着目し、どのよ

うな文脈（コンテクスト）でアカウンタビリティが

機能（逆効果）し、いかなるメカニズムをもつか

を明らかにすること」が目的である。学問領域

として、歴史研究や制度研究、国際比較研

究など7領域が提示され、それぞれに解説が

加えられている。

3─おわりに

本書は四六判、厚さ2cm、248頁という手に

取りやすいサイズで、目次構成も明確であり、

一見読みやすそうに思える。しかしなかなか

手強く難解な書だ。著者は会計検査院など

で政策効果に関する研究を、独立行政法

人国立大学財務・経営センターで大学の財

務・経営分野の研究に携わったという経歴を

持ち、専門は政府・大学の経営学である。そ

のためか事例研究のテーマやアプローチの

仕方が専門的であり、特に本書後半は経営

学・経済学・行政学に通じていないと読み進

めていくのは苦しい。また後半部分では、アカ

ウンタビリティに関する考察を掘り下げるあま

うになり、企業においては非財務的情報への

需要が高まっている。このような状況を踏まえ、

著者は新しい統制・ガバナンスに適応したア

カウンタビリティを確保しなければならないと

指摘する。

　第6章では、アカウンタビリティにおける監

査について検討する。監査はアカウンタビリティ

に先行して成立したといわれるほど、両者は密

接な関係にあるが、依拠する基本理論によって

は、アカウンタビリティの確保＝監査という関係

が成立するとは限らないとし、6つの学問領域と

監査について言及する。

　著者は、日本においてアカウンタビリティの

健全な発展を図るためには、理論・実践双方

で課題が残されていると断じる。それを受け

て第7章は、アカウンタビリティ概念が進展・

拡大することによって発生した理論面の諸課

題を、第8章・終章では、実践的課題を検討

し、各々対応策を提示する。中でも、評者は

第8章の第5節「高度専門職のアカウンタビ

リティ」に興味を覚えた。著者はアカウンタビ

リティはガバナンス及び経営システムとの関

係で規定されるとの前提に立ち、教育専門職

としての教員のアカウンタビリティについて4つ

の経営原理の視点から考察する。そして、複

数の視点から導き出されるアカウンタビリティ

の性質はそれぞれ異なり矛盾することも多い

ため、専門職には高度な適応性が求められる

と結論づける。アーキビストも高度専門職で

あるが、管見の限りアーキビストのアカウンタビ

リティに関する論考はない。アーキビストが社

会の一員として活躍するために、アーキビスト

のアカウンタビリティについて検討する必要が

あるだろう。

　「あとがき」では、理論面での課題と新しい

学問領域を提示する。本書後半で提示され

たように、これまでのアカウンタビリティに関す

る研究は、政治学・行政学は政府ガバナン
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と説明責任は概念的に異なることが示され

た。アーカイブズ学を研究するために外国語

文献に学ぶことの多い私たちは、この差異を

念頭に置いて文献に向かわなくてはならな

い。加えて、本書はアカウンタビリティが単一

の概念ではないことを教えてくれる。アカウン

タビリティを負う主体や学問領域、アプロー

チの違いによって変化するアカウンタビリティ

とアーカイブズの関係を考えることが今後必

要になるだろう。繰り返しになるが、「アカウン

タビリティ」と「説明責任」という言葉は、我々

アーキビストにとって馴染み深い言葉であると

共に、我々が依って立つアーカイブズ学にとっ

ても極めて重要な言葉である。言葉が持つ

意味・性質をよく理解した上で使用すること

が、アーカイブズ学を更に深める近道だ。本

書はそのための道標となる一冊である。一読

することをお勧めする。なお、内容の誤読や

曲解等はすべて評者の責に帰するものであ

る。ご寛恕を乞いたい。

り、説明責任への言及がまったくない。冒頭

でアカウンタビリティと説明責任は異なると

強調した著者である。さまざまな角度から分

析されるアカウンタビリティと日本語文脈にお

いて変質した説明責任がどのようにリンクす

るのか、「アカウンタビリティ学」の中で説明

責任はどのような位置を占めるのか検討がな

されても良かったのではないだろうか。とはい

え、様 な々アプローチでの検討は、アカウンタ

ビリティが持つ多様性とそれ故に生み出され

るジレンマを理解できる。

　著者は「はじめに」の部分で、問題の構造

を理解するうえでは、第3章及び第4章を最

後にまわしてもよいと述べているが、評者はま

ずは第1章から第3章までを読むことをお勧

めする。具体的事例の提示や分析によって、

なぜアカウンタビリティが説明責任となったの

かが分かりやすく解説されており、この部分だ

けでも十分勉強になる。

　本書を通して、英語圏のaccountability

1─  新村出『広辞苑』、岩波書店、2008年、「アカウンタビリティー」の項、19頁、「説明」の項内「説明責任」、1578頁。なお
『広辞苑』は、「アカウンタビリティー」と表記しているが、本稿では「アカウンタビリティ」を用いる。
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